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査読付論文
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序章─アメリカ合衆国の地方自治

アメリカ合衆国の地方政府 1）（local government）は、
歴史的に「州の創造物（creatures of state）」、「州の政
治的下部機関（political subdivision）」等と呼ばれてい
る。しかし、その中でも法人格を有する地方自治法人 2）

（municipal corporation）には、地方の問題についての
「ホーム・ルール権限（home rule power）」が認められ
ている。この権限は、1870 年代に始まった一連のホー
ム・ルール運動（home rule movement）によって認め
られたもので、特別法等による州の強い統制に不満を覚
えていたアメリカの都市住民が州立法府に認めさせた自
治権である。この運動を通じて、地方自治法人は、それ
までの、国王または州立法府から付与された特許状また
は憲章 3）（charter）による創設だけではなく、地域住民
自らが制定するホーム・ルール憲章（home rule charter）
による創設が可能となり、この憲章制定権が州憲法や州
法に規定された。これがホーム・ルール制度である。

ホーム・ルール制度が生まれた背景には、19 世紀後
半から 20 世紀初頭にかけて見られた、長距離鉄道の建
設を巡る州政府と地方政府との緊張関係があった。鉄道
建設は地域環境を一変させ、州及び地方の政治行政と住
民生活に大きな影響を与えるものであったため、州政府
と地方政府はどちらが地域をより良く管理しうるかとい
う論争が司法・立法の場で生じた。司法においては 2 人
の 州 最 高 裁 判 所 判 事 ─ John F. Dillon と Thomas M. 
Cooley ─の理論が中心的役割を果たし、その議論を踏
まえて、いくつかの州でホーム・ルール制度の導入が検
討された。制度の導入を決めた州では、それにどのよう
な機能を持たせるかが問題となり、「純粋な地方的事務

（purely local affairs）」についての州立法府の関与を排
除するインペリオ型ホーム・ルール（Imperio Home 
Rule、以下「インペリオ型」とする）と、州法に違反し
ない範囲で地方自治法人の決定を尊重するレジスレイ
ティブ型ホーム・ルール（Legislative Home Rule、以
下「レジスレイティブ型」とする）のどちらを選択する
かが議論された 4）。
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ホーム・ルール制度の目的である州の過度な統制の排
除はインペリオ型でよく達成されると考えられた。その
ため、最初期にホーム・ルール制度を導入したミズーリ
州とカリフォルニア州は、当初採用したレジスレイティ
ブ型からインペリオ型に制度を変更した。一方、2 州の
後を追って制度を導入したワシントン州は、一貫してレ
ジスレイティブ型をとってきた。ワシントン州では、地
方自治法人が定める憲章（charter）、条例（ordinance）、
規則（regulation）（これらをまとめて、以下では「地方
の法」と呼ぶ）の全てに対して、州法が優越する「州の
優越（state supremacy）」の原則が働く。

日本におけるホーム・ルール制度研究は、行政学の分
野で主に行われてきた 5）。公法学の分野では日本法との
比較参照の素材として、アメリカの地方自治制度の歴史
的展開を検討する研究 6）や日本国憲法第 8 章の淵源と
いう観点から分析の対象とする研究 7）がある。また、
特にインペリオ型の運用実態について、日本における自
主立法権の拡大のための参考として取り上げるもの 8）

などがある。ホーム・ルール制度についての法解釈上の
主要な論点は、自治的 / 地方的事務（municipal/local 
affairs）の内容と自主性の保障の程度の解釈、州法によ
る先占（preemption）及び州法と地方の法との抵触の
問題である。インペリオ型では、地方的事務については
地方の法が州法に優先する。このような事務領域の線引
きによって地方の排他的管轄領域を切り出そうとする考
え方が、アメリカ地方政府法の特徴として注目された 9）。

しかし、インペリオ型は「アメリカにおいて『同質者
の秩序づくり』に対する懸念─民族、社会、経済、倫理
において同質の人々の共同体の秩序は住民と地域の排他
性を高め、自治体間の対立を生むという危機感─により
衰退した 10）」と評価される。そのため地方自治法人を
小国家的に扱うインペリオ型に代わり州法に違反しない
限りの自治を認めるレジスレイティブ型が多く採用され
るようになった 11）。

一方で、インペリオ型を採用するカリフォルニア州の
制度運用を検討した金井惠里可教授は、ホーム・ルール
制度が 1970 年代に問題となったマンデイト・イシュー
の解決策として機能していることを指摘する。金井教授
は、19 世紀当時の地方自治法人が採用したような、地
方的事務と全州的事務を分けることで自治を保護しよう
とする「分離的自治」の考え方に立つインペリオ型は、
外部との交流が必然的に求められる現代社会においては

限界があるとする。しかし、それでもなお「州法に対す
る条例の先占が生じる領域 12）」が存在することに注意
を払うべきであると述べる。そして、ある地方の法がそ
のような領域にあるか否かを判断するための手法とし
て、州法が要請する州全体の画一性・統一性の必要性
と、地方の法がもたらす地方自治法人の利益とを比較衡
量するカリフォルニア州裁判所の手法を分析する。そし
てこの手法は、当該事務が外部に与える影響の有無と州
への敬譲に専ら依拠する「分離型自治」の下での判断で
は否定されるような地方の法を認めうる点において一定
の意義があると評価している 13）。

この手法はレジスレイティブ型を採用するワシントン
州での州と地方双方の関心事（concern）の関係を考慮
する司法解釈に通じる部分があるように思われる。イン
ペリオ型とレジスレイティブ型は当初対置する 2 つの
ホーム・ルール・モデルとして扱われたが、司法審査に
おいて次第にインペリオ型がレジスレイティブ型に接近
していったのではないだろうか。そうであれば、これま
で日本の先行研究で直接的に取り上げられる機会のな
かったレジスレイティブ型について検討することは、イ
ンペリオ型の理解の深化を含めアメリカの地方自治に関
わる法制度を包括的に理解する上で役立つであろう。

以上から、本稿では、レジスレイティブ型を採用する
ワシントン州を素材として、ホーム・ルール制度の導入
がアメリカの地方自治制度に果たす役割を検討する。ワ
シントン州は 1889 年（全米中 3 番目）に州憲法による
ホーム・ルール制度を導入して以来、地方の法に対し

「州の優越」の原則があまねく適用されるレジスレイ
ティブ型を一貫して堅持してきた。そのため本州におい
ては「ホーム・ルールの問題は存在せず」、特に 19 世紀
ワシントン州のホーム・ルールは「混乱と不透明性のた
めに注目されてきた」と評価されている 14）。

ここでの課題は、ワシントン州がなぜホーム・ルール
制度を導入する必要があったのか、なぜレジスレイティ
ブ型を採用したのか、このようなホーム・ルール制度の
下で守られた「地方自治」とはどのようなものか、とい
うことである。本稿では、ワシントン州がホーム・ルー
ル制度を導入した 1889 年から地方自治法人に対する連
邦政府の関与が強くなるニューディール期前の 1929 年
までの 40 年間について上記の課題を検討する。

Ⅰ．ではアメリカの地方政府法 15）（local government 
law）における地方自治法人の位置づけと権限を概観
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し、Ⅱ．ではワシントン州のレジスレイティブ型とカリ
フォルニア州のインペリオ型の制度を対象として両州の
現行州憲法及び判例から両類型の特徴を明らかにした上
で、ホーム・ルール制度の歴史的展開を整理する（以上
本稿）。Ⅲ．では、ワシントン州のホーム・ルール制度
の設計と運用について、州憲法制定当時の社会的状況及
び憲法制定過程を巡る議論を参照しつつ分析する（以上
次稿）。そして、Ⅳ．ではカリフォルニア州についての
日本の先行研究を比較参照しながら、ワシントン州の
ホーム・ルール制度の設計・運用について明らかにする

（以上次々稿）。

Ⅰ．地方自治法人の自治権限

Ⅰ．では、本稿が対象とするアメリカの地方自治法人
の権限について述べる。アメリカの連邦憲法には「地方
政府（地方自治法人）」や「地方自治」についての規定
がない。地方自治についての事項は純粋な州の問題と考
えられているため、各州が州憲法及び州法で定め
る 16）。したがって地方自治の具体的内容は州ごとに異
なり、「アメリカの地方自治」として画一的に整理する
ことは不可能である。このことを踏まえた上で、まず本
稿の対象である「地方自治法人」について、各州でおお
よそ共通する概要を述べる（1 節）。そして、地方自治
法人が有するとされる 3 つの委任権限について述べ（2
節）、本稿のテーマであるホーム・ルール制度について
取り上げる（3 節）。

1．アメリカの「地方自治法人」
アメリカの地方政府にはいくつかの種類があるが、目

的の違いから一般目的政府（general purpose govern
ment）と個別目的政府（special purpose government）
に分類される 17）。一般目的政府にはカウンティ（county）
と、地方自治法人（municipality/municipal corporation）
と言われるシティ（city）、タウンまたはタウンシッ
プ 18）（town, township）がある。個別目的政府には、学
校区（school district）や灌漑地区（irrigation district）
など、ある特定の役割を果たすために設立される特別地
区（special district）がある。

カウンティは、州機能を地方で遂行するための州の出
先機関であり、その役員は住民の選挙で選ばれる。一般
に法的な責任主体とはならないとされてきたが、近年で

は特に都市部のカウンティにおいて、交通網の整備や水
の供給、土地利用といった地域的な問題についての責任
主体となり、ホーム・ルール憲章が認められる州もあ
る 19）。カウンティは州政府により州内全域に設置され
ており、その境界は固定的である 20）。

これに対し地方自治法人は、一般に州憲法または州法
で定められる法人創設の手続に基づく地域住民の発意に
より創設され、選挙された公務員によって運営され
る 21）。ホーム・ルール制度のある州では、住民から選
出される憲章委員会が地方自治法人の基本的な組織や権
限、義務を定めたホーム・ルール憲章を起草する。この
憲章案は新聞等で有権者に周知した上で一般投票にかけ
られ、過半数の承認が得られれば採択される 22）。一方、
ホーム・ルール憲章によらない地方自治法人の創設は、
クラス分けを伴う州の一般法が定める境界、権限、特
権、義務に専ら従う 23）。

憲章による地方自治法人の創設は、植民地時代のイギ
リス国王、国王に委任された領主や総督等の特許状によ
る法人化を起源とし、アメリカの独立後は国王の主権が
州に移ったと解されることにより、州立法府が法人化に
関する権限を引き継ぐことになった 24）。地方自治法人
の境界は、カウンティとは異なり、州法上の合併・境界
変更を通じて変動する。多くの地方自治法人はカウン
ティの内部に創設されその管轄下に置かれ、カウンティ
が担うサービスでは対応しきれない都市サービスを住民
のために追加的に供給する。

特別地区は、教育や消防など特定の目的の達成のため
に、州法、住民の発議、または地方政府の自発的な活動
によって創設される。特別地区は、サービス供給にあ
たって適切と思われる境界を独自に設定し、時として一
般目的のゾーニング等、地方政府の規制を免れることが
可能となる。特別区の数は近年増加しており、地方の歳
入の多くの部分を運営するようになっているといわれ
る 25）。

以上が、アメリカの地方政府組織の概要である。本稿
では、地方自治法人のホーム・ルール制度を主題とする
ことから、地方における一般的な行政サービスを州とは
違う視点で担う地方自治法人に対象を限定する。

2．地方自治法人の権限
地方自治法人は「州の政治的下部機関」であり固有の

主権を認められていないため、全ての活動において州立
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法府からの権限の委任が必要である。州からの明示的な
委任がない場合に、地方自治法人の権限の委任の有無・
範囲が問題となるのは、制定法上の権限の明示的委任か
ら導かれる黙示的権限（implied power）、一般の福祉

（general welfare）についての包括的授権、ホーム・
ルール（home rule）26）の 3 つの場合である。ホーム・
ルールについては節を改めて取り上げることとし、本節
では前の 2 つの場合について簡単に紹介する 27）。

⑴ディロン・ルール
州立法府から地方自治法人に対して黙示的授権がある

か否かは、ディロン・ルール（Dillon’s Rule）と呼ばれ
る地方自治法人の権限の原則に深くかかわる問題であ
る。ディロン・ルールは、アイオワ州最高裁判所のディ
ロン（John F. Dillon）判事によって提唱され、以下の
ように説明される。

「地方自治法人（municipal corporation）が保有し、
行使することが出来るのは次の権限のみであるとい
うことは一般的且つ明白な法命題である。第一に、
明示的文言で授権された権限、第二に、明確に授権
された権限に、必然的または相当に含意されるもし
くは付随する権限、第三に、当該法人の目標と目的
の達成に本質的な─単に有益というだけでなく必要
不可欠な─権限。権限の存在に関する、相当な、合
理的、実質的な疑いは裁判所によって地方自治法人
に不利に判断され、権限は否定される 28）」

ディロン・ルールを厳格に適用すると地方自治法人の権
限は極めて制限されることになるが、この原則はアメリ
カにおいて一貫して通説の地位にある。一方で、多くの
州はポリス・パワーの授権やホーム・ルール制度の運用
によってディロン・ルールの解釈を緩和する傾向にあ
り、徐々にその重要性は縮小していったとされてい
る 29）。そのため、アメリカの地方自治法人にとっては、
ディロン・ルールの原則の下で自治の領域をいかに確保
するかが問題となる。

⑵ポリス・パワー
一般の福祉についての権限は、ポリス・パワーと呼ば

れる 30）。全ての州が何らかの形でポリス・パワー自体
を地方政府に授権し、地方政府はポリス・パワーに関わ
る多くの権限を事実上行使することから、ポリス・パ
ワーは「アメリカにおいて、最も普及している基本的な

地方政府の権限 31）」といわれる。
ポリス・パワーは連邦憲法修正 10 条に基づく州の権

限であり、州の残余の主権の内容の一つとして州に留保
されている権限とされる 32）。州は、デュー・プロセス
その他の制限に従って、公衆の健康、安全、一般の福祉
を保護する法を制定し、執行し、必要に応じてポリス・
パワーを地方政府に授権する 33）。その言葉の包括性や
漠然性から確立した定義があるわけではなく、アメリカ
法律学の「暗黒大陸 34）」ともいわれるものの、一般に
は、公衆の健康、衛生、安全、道徳、一般の福祉 35）等
を保護し促進するための規制権限と捉えられている 36）。
その淵源は、「Sic utere tuo ut alienum non laedas（汝
の物を使用するに、他人の物を害せざるが如く、これを
為すべし）」というコモン・ロー上の法諺にあるとさ
れ、アメリカにおいて、公的なニューサンス（public 
nuisance）における公衆の一般的利益を保護する原則と
して用いられてきた 37）。そのような経緯から、ポリス・
パワーの目的のうち、最も明白な目標とされるのは、公
衆衛生の維持であり、またそれに密接に関連するニュー
サンスの規制・排除であるとされる 38）。

ポリス・パワーは、州憲法や州の授権法によって包括
的な表現で授権される。たとえば、ワシントン州憲法
11 章 11 条は、「全てのカウンティ、シティ、タウン又
はタウンシップは、その領域内で、地方の警察、衛生そ
の他のあらゆる規則（regulations）を一般法と抵触しな
い限り制定し執行することができる 39）」と規定する。

ワシントン州のように、州憲法で明示的にポリス・パ
ワーが委任されている場合、問題となるのは次のような
内容である。まず、当該地方自治法人が制定・執行した
条例や規則が、地方自治法人のポリス・パワーの範囲内
にあると認められるかどうかが問題となる。その際の考
慮事項として、地方自治法人の「領域内」であるかどう
か、当該規制の目的・対象が、定められるポリス・パ
ワーの範囲にあるかどうか、当該規制に合理性が認めら
れるか、また、一般法に抵触しないか、といった点を挙
げることができ、これらがディロン・ルールやホーム・
ルールとの関係でどのように処理されるかが問題とな
る 40）。

3．ホーム・ルール制度
ポリス・パワーが州立法府から地方政府に授権される

権限であるのに対し、ホーム・ルール権限は、地方の側
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が積極的に獲得する権限である。ホーム・ルール権限
は、地域的な問題について、地域住民が自ら定めた権限
に基づく決定が、州による過度な介入を受けないように
することによって、地方自治法人の自治を確保しようと
する。今日では連邦のほとんどの州において州憲法もし
くは州法でホーム・ルール制度が規定されている 41）。
本節ではホーム・ルールの機能と分類とについて述べ、
それに関連して法の抵触問題について簡単に述べる。

⑴ホーム・ルールの機能
ホ ー ム・ ル ー ル の 法 的 機 能 に は イ ミ ュ ニ テ ィ

（immunity）とイニシアティブ（initiative）の 2 つがあ
るとされる 42）。イミュニティは地方の事務への州の干
渉からの防壁となり、州法に地方の法を優越させる機能
を、イニシアティブは州法による個別的授権がない場合
に地方の法を制定できる機能を意味する 43）。他の重要
な機能として、「地方自治法人の存立を保障する 44）」機
能が挙げられる。特に州憲法がホーム・ルール制度を保
障している州の場合、州立法府はホーム・ルール憲章の
手続によって創設された地方自治法人を州法で廃止する
ことはできない 45）。

⑵ホーム・ルールの分類
ホーム・ルール制度は、インペリオ型ホーム・ルール

とレジスレイティブ型ホーム・ルールの 2 つのタイプに
分けられる。インペリオ型の名前は、初めてこの型を採
用したミズーリ州最高裁判所が「純粋に地方的な事項

（purely local matter）」について地方の法の優越的効力
を認め、その権限を指して「imperio in imperium（主
権内主権）」と表現したことに由来する 46）。インペリオ
型は、地方的・自治的事務（local/municipal affairs）に
ついての地方自治法人の排他的管轄権を認めている。例
として現行のカリフォルニア州憲法は地方自治体の法人
化手続は州の一般法で定めるとした上で、同憲法 11 章
5 条（a）でホーム・ルール憲章（シティ憲章）につい
て次のように定める。

「全てのシティ憲章において次のことを定めること
ができる。憲章に従って統治されるシティは、自治
的事務に関してはシティの各憲章に定められる制限

（restriction and limitation）にのみ従い、また、そ
の他の事項に関しては一般法に従い、条例及び規則

（ordinance and regulation）を制定し執行すること

ができる。この憲法に従って採択されたシティ憲章
は全ての既存の憲章にとって代わる。また、自治的
事務に関してはこれと矛盾する全ての法に取って代
わる 47）。」

更に、同条（b）では、シティ警察（police force）の体
制、規則、行政や、シティの下位機関、シティの選挙管
理、シティから給与が支払われる役員や雇用者等の任命
方法や報酬、適格要件、罷免等についてホーム・ルール
憲章に定めることを認めている 48）。

一方、レジスレイティブ型は、州憲法及び州法に違反
しない限りで自治の権限を認める型である。例えば、現
行のワシントン州憲法 11 章 10 条は法人化と憲章制定に
ついて次のように定める。

「自治を目的とする法人は特別法によって創設され
てはならない；ただし、立法府が一般法により、シ
ティ及びタウンの法人化、組織、人口規模における
等級分けを規定することができる。これらの法は改
正、修正または廃止することができる。以前に組織
または法人化されたシティ及びタウンは、一般選挙
の投票で選挙権者の多数がそうと決めた場合はいつ
でもその一般法の下で組織化された状態になる。ま
た、これ以前または以後に組織されたシティ及びタ
ウン、並びにこの憲法の授権により立案され採択さ
れた全ての憲章は一般法に従い、統制される。
10,000 人以上の居住人口を有する全てのシティは、
この憲法及び本州の法律に従って、シティ自身の政
府の憲章を立案することが許される。…49）」

地方の法が州法との関係で有効とされるかどうかについ
ての司法判断の基準は、類型によって異なるとされる。
インペリオ型において州裁判所は当該事務が「地方的で
あるか全州画一的であるか」という線引きにより地方の
法の有効性を判断する。地方的・自治的事務への州法の
介入が否定された事件として、カリフォルニア州がイン
ペリオ型に変更して間もない 1899 年に起きたポッパー
対ブロドリック事件 50）がある。この事件では、警察職
員等特定の職務に就くサンフランシスコ・シティの職員
の給与を規制する州法の有効性が争われた。裁判所は、
当時ホーム・ルール憲章の制定が認められていたサンフ
ランシスコ・シティにおいて、自治的事務に関する職員
給与の問題について、当該州法はシティ及びカウンティ
に対する拘束力を有せず、したがって州法はカリフォル
ニア州憲法第 11 章 6 条 51）にあるような立法行為の禁止
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に属すると述べた。その際、この事件の 3 年前の 1896
年に同条が修正され、州の一般法への従属について定め
られた部分に「自治的事務を除いて」という文言が追加
されたことに言及し、その目的は、地方自治法人のみ、
または主に地方自治法人に関わる問題について州政府が
一般法の形式で介入することを防ぐことにあるのは明白
であることを指摘した。そして、州立法府の活動につい
て適法性の推定が与えられるという原則が念頭にないわ
けではないが、その権限は憲法によってその限界が定め
られている、と述べた。このように、カリフォルニア州
においては、自治的事務と認められる警察及び消防職員
の給与についてディロン・ルールが当てはまらず州の干
渉を受けない。

これに対して、レジスレイティブ型採用州の裁判所
は、自治的事務についても「州の優越」が及ぶことを前
提に、州法によって地方に権限が委任されているか、ま
た、州法に地方の法が抵触しているか否かを判断する。
例えば、ワシントン州において、ホーム・ルール憲章を
持つ資格のある第 1 級シティであるスポーケン・シティ
が定めた最低賃金条例の合理性が争われたマレッテ対ス
ポーケン・シティ事件 52）判決の以下の部分が参考にな
る。州最高裁判所は「地方の関心事に関しては、憲法ま
たは州法が、第 1 クラスシティに付与された権限よりも
強い権限を想定することはとてもできない。故に、当該
条例が州の何らかの公益事業（public utility）に反する
条例でない限り、制定法による明示又は黙示がなくても
その条例は有効とされなければならないことは、明白で
あるとみなす 53）」と述べた 54）。

カリフォルニア州のインペリオ型はイミュニティとイ
ニシアティブの両方の機能を有するが、上記のように、
特にイミュニティの機能を有することが重要な特長であ
る。他方、ワシントン州のレジスレイティブ型は、地方
の法に対しても「州の優越」の原則が及ぶためイミュニ
ティの機能を有せず、イニシアティブの機能のみ認めら
れる。

⑶州法と地方の法の抵触
地方自治法人にとって、地方の法と州法との抵触問題

は、自治の実質的範囲を左右する重要な論点である。
一般に州法と地方の法との抵触があると判断され、地

方の法が無効になるのは、地方の法が州法の規制を緩和
する場合など、両者の法が衝突（conflict）する場合で

ある。それに対して、規制対象について両者が共存して
管轄する場合、地方の法が州法の規制を強化する場合に
ついては地方の法は有効とされる。このことからアメリ
カにおける地方の法の抵触問題とは、地方の法が「州が
許可していることを禁止」したり「州法を取り消」した
りして、両者が矛盾・衝突し同時に成立できないような
場合に生じる。日本で言う「横出し条例」「上乗せ条
例」のような地方の法については、「州法に追加」また
は「州法を補訂」したものとして、裁判所は適法と判断
することが多い 55）。

ホーム・ルール憲章を有する地方自治法人の場合、前
述のように、レジスレイティブ型州においては専らこの
ルールに従うが、インペリオ型州では地方的事項におい
て地方の法の優先が認められる場合がある。

Ⅱ．ホーム・ルール制度の歴史と展開

Ⅱ．では、上で取り上げたホーム・ルール制度が誕生
した歴史的背景とその後の展開について述べる。ポイン
トは、19 世紀後半の鉄道建設が、州政府と地方政府の
双方に与えた影響である（1 節）。その評価を巡って、2
人の州最高裁判事が、その後の地方自治法人の権限の法
的位置づけについての主要な理論を提示した（2 節）。
その論争の結果生まれたインペリオ型とレジスレイティ
ブ型の 2 つのホーム・ルール制度は、各州で抱える社会
的状況に従って選択された（3 節）。

1．ホーム・ルール制度前史
本節では、ホーム・ルール制度が生まれた社会背景を

概括する。ここで取り上げるのは、鉄道会社の出資を
巡って州政府と地方自治法人との緊張が高まった時期に
当たる 19 世紀半ば、ホーム・ルール制度の草創期であ
る 19 世紀後半、そしてホーム・ルール運動の最初の流
れが落ち着いた時期で、世界恐慌が起こる前の 1929 年
までである。本稿がこの時期に着目する理由は次の 3 点
である。第 1 に、19 世紀後半、とりわけ 1840 年代から
1880 年代にかけては、交通革命の最終段階として長距
離鉄道の建設が盛んとなった時期である。鉄道は地域環
境を一変させ、州政府及び地方自治法人による政治行政
と住民の生活に大きな影響を与えた。この社会的状況
が、地方自治法人の権限を巡る論争を生じさせ、ホー
ム・ルール制度の成立にも影響を与えることになった。
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第 2 に、この時期は、連邦法の介入が増加するニュー
ディール以降の時代に比べて連邦政府の影響が少ない
56）。そのため、州 (state) と地方 (local) との関係がより
明確に観察できる。第 3 に、ホーム・ルール制度の草創
期を扱うことで、後に次第に接近していくように思われ
る 2 つのホーム・ルール制度の考え方の間の原理的な違
いをより明確に比較できる。

ホーム・ルール制度が議論される 19 世紀後半は、西
部開拓、鉄道建設、移民の増大、南北戦争の混乱の収拾
と更なる発展を目指した工業化と都市化が目まぐるしく
起きた時代である。1849 年にカリフォルニアで起こっ
たゴールド・ラッシュ以降、西部開拓は急速に進んだ。
安価で豊富な土地が広がる西部を、「自由な土地」での

「自由な労働」の保障を理念とする北部社会・共和党は
奴隷制を支持する南部社会から守るべき土地と認識し、
立て続けに新州を設立したのである 57）。共和党は、南
北戦争中から広大な公有地の無償供与による大規模な鉄
道建設にも力を注いでいた。戦争後、鉄道建設は西漸運
動と共に劇的に進み、ミシシッピ以西の鉄道網は 1865
年には 3,272 マイルであったところ、1890 年には 72,473
マイルに達していた 58）。

このような鉄道建設は 2 つの点で地方自治法人に大き
な影響を与えた。まず、鉄道建設は、企業家に原料や労
働力の供給と市場に最適な場所を選ぶための選択肢を増
やし、工業の都市への集中を生じさせた。しかし、急激
な都市化に生じた衛生環境の悪化等、都市住民の生活の
質に対する配慮は、鉄道会社を含め都市の発展をけん引
した企業法人や、もともと農村出身議員が多い州政府に
おいて十分ではなかった。そのため、新たな人口集中地
区に相次いで地方自治法人が創設され、私企業が手を付
けたがらない警察規制や下水道システムの創設を担っ
た 59）。

他方で、地方自治法人は鉄道会社の資金調達先とも
なっていた。1869 年の最初の大陸横断鉄道の完成をは
じめ、大規模なインフラ整備には膨大な建設資本が必要
となった。鉄道会社は当初、州債によって開発資金を獲
得していたが、まもなく多くの州で州憲法が修正され、
鉄道債券の発行が禁止された 60）。そのため鉄道会社は
地方自治法人の発行する地方債を頼るようになっ
た 61）。その状況は次のように表される。

「鉄道会社の利益は、州立法府に地方債の発行を許
可するよう働きかけることに成功した。鉄道会社

は、だまされやすいシティやタウンの指導者から必
要な財源を速やかに獲得した。そうした指導者は、
次の新興都市になろうという過大で楽観的な望みを
盲目的に抱いており、［鉄道会社から］要請された
大量の地方債を発行した 62）。」

この事態は、地方自治法人に激しい経済的・法的混乱
をもたらした 63）。1873 年には、過剰な鉄道建設、また
鉄道株式や鉄道会社が販売する地方の不動産の過大評価
に起因する恐慌が起こり、数百のタウンやシティが債務
不履行に陥ったことから多くの州で州憲法や州法により
地方債の発行制限が定められた 64）。こうした地方自治
法人への州の監督は鉄道建設以外の行政分野でも見られ
るようになり 65）、州立法府による地方自治法人への統
制は、各地方自治法人の組織構造や事務処理の方法等を
細かく指定する法律の制定、地方自治法人の職員の任命
や特別行政機関の設置、ついには地方自治法人の廃止に
まで及んでいた 66）。このような状況にあった南北戦争
以降の 20、30 年間は、アメリカ地方自治史の「暗い一
章（gloomy chapter）」とも称された 67）。

当時の地方自治法人の位置づけについて言及した代表
的な判例に、1868 年にアイオワ州で起きたクリントン・
シティ対シーダー・ラピッド・アンド・ミズーリ・リ
バー鉄道会社事件 68）がある。この事件は、クリントン・
シティ内を通る鉄道建設を禁じる条例の適法性が争われ
た事件である。裁判の中で、シティは、当該鉄道会社は
領域内を通過する鉄道線路を建設する権限を授権されて
おらず、シティの承諾なしに道を利用する権利も有して
いないと主張した。しかし、裁判所は、州立法府が鉄道
建設を防ぐ公的な地方自治法人としての権限をシティに
与えておらず、当該鉄道会社はアイオワ州憲法によって
州全体に必要とされる鉄道建設を委任されているため、
シティの承諾がなかったとしても当該活動は違法ではな
いと判示した。この事件を担当したのが、ディロン・
ルールの提唱者である Dillon であった 69）。彼は「地方
自治法人は、その起源を州立法府に求め、その権限と権
利の全てを州立法府から与えられている。州は地方自治
法人を創造し、また破壊できる 70）」と述べた。また、
地方自治法人は州憲法又は州法によって与えられた権限
の 枠 を 超 え て は な ら な い と い う「 権 限 踰 越（ultra 
vires）」というコモン・ロー上の原則を厳格に解釈し
た。そして、「公的目的論（public purpose doctrine）」
を主張し、「地方自治法人は私的財産（private property）
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を取得することが許されており、市民の私有財産と同様
その財産は憲法によって保護される」が、そのような財
産とは立会所（market house）や公会堂（public hall）
といったものであり、本件でシティが問題にしたような
公道（public street）はその保護の対象ではなく、地方
自治法人による道の管理は州の「公的監督の下で」行わ
れるものであり、立法府は「シティの承諾やシティに対
する補償なしに」鉄道会社に授権できると述べた 71）。
この解釈は、その後シティをはじめとする地方自治法人
の権限に関する事件において多くの州で採用された。

2．ホーム・ルール運動の展開
ディロン・ルールは、地方自治法人の権限を限定し、

地方自治法人は「州の創造物」であるという認識を連邦
全体に定着させた。一方で、地方自治法人は固有権的自
治権を有すると考える理論もまた存在した。ミシガン州
最高裁判所判事 Cooley が 1871 年に提唱した「クー
リー・ドクトリン（Cooley’s Doctrine）」である 72）。
Cooley は、地方自治法人こそが鉄道会社の特別の利益

（special interest）に肩入れする州立法府を抑制し、政
治の中立性を確保する存在であると考えていた 73）。クー
リー・ドクトリンは「純粋なまたは本質的な地方的事務
について、地方の法が州法に優先する 74）」として、地
方的事務についての地方の固有権的自治権を認めるもの
であった。しかし、これを支持した州裁判所はわずかで
あり 75）、ほとんどの州裁判所はディロン・ルールに従っ
ていた。

このように、鉄道建設に焦点を当てて地方自治法人の
権限を巡る論争を眺めると、Dillon と Cooley は鉄道会
社のもたらした地方の政治腐敗や財政悪化を憂慮してい
たという点で共通していた 76）。しかし、2 人はその改善
にあたり、州政府と地方自治法人のどちらをより信頼す
るかという点で反対の考えを導いた。Dillon は、当時の
混乱が鉄道会社という私企業の影響を受けた地方自治法
人 の 権 限 行 使 に よ っ て 私 人 の 私 有 財 産（private 
property）が脅かされている点にあるとして、当時の法
学界の支配的な考え方であった「公（public）」と「私

（private）」の二分法に依拠した 77）。彼は、地方自治地
方人は経済に介入し私人の財産をおびやかしうる統治

（governmental）権限を行使する公的領域の存在である
ことを強調し、地方自治法人と鉄道会社との関係を州政
府や裁判所の統制の下に置こうとした。これに対し

Cooley は、州立法府が鉄道会社に対する州債を禁止し
た後、鉄道会社が州政府に対し地方債の起債権を地方政
府へ付与して鉄道会社への投資を強制するよう促したこ
とに問題の原因を求めた 78）。それゆえ、純粋に地方に
関わる事柄について干渉しようとする州政府の行為を制
限することが必要であると考え、州政府と地方自治法人
が権限を分配することを指向した 79）。

多くの州裁判所がディロン・ルールに従い、地方自治
法人への州立法府の統制が強まる中、いくつかの州では
州立法府による地方自治法人の権限の保障が試みられ
た 80）。人々はまず、州立法府が個別の地方自治法人を
狙い撃ちする手段として用いていた特別法を制限・廃止
させた。この動きは地方自治法人及び住民の間で自治権
の獲得を目指すホーム・ルール運動に展開した。一定規
模の自治体にホーム・ルール憲章の制定を認めた州憲法
は、1875 年にミズーリ州で初めて採用され、その後、
カリフォルニア（1879 年）、ワシントン（1889 年）、ミ
ネソタ（1896 年）、コロラド（1902 年）、オレゴン（1906
年）、オクラホマ（1908 年）、テキサスとネブラスカ

（1912 年）の各州で相次いで採択された 81）。
一方で、ディロン・ルールかクーリー・ドクトリンか

という、地方自治法人の法的地位を巡る論争における連
邦最高裁判所の判断は、1907 年のハンター対ピッツバー
グ・シティ事件 82）、1923 年のトレントン・シティ対
ニュー・ジャージー州事件 83）等で示された。トレント
ン事件において、連邦最高裁判所は、「地方自治法人を
州立法府から守るための州憲法上の規定がない場合、地
方自治法人は州立法府の統制の及ばない自治の固有権を
有しない。地方自治法人は単に州の一部門に過ぎないの
であって、州はその目的に叶うように地方自治法人の権
限と特権を差し引き、付与しまたは取り消すことができ
る。地方自治法人の活動領域がどれほど広くまたは狭く
とも、地方自治法人は主権者［である州］の意思に従っ
て権限と特権を行使し保持する州の創造物として存続す
る 84）」としたように、その固有権的自治権は明確に否
定された。

19 世紀後半以降、ディロン・ルールが通説とされた
ことにより、「州の創造物」としての地方自治法人の地
位は確立され、その権限は州からの委任がなければなら
ないということが確定した。しかし、20 世紀初頭にお
けるホーム・ルール運動は、地方自治法人がホーム・
ルール憲章（home rule charter）を制定する権限を州
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立法府に認めさせたという点で自治の確保に一定の成果
を得たといえる。また、Cooley が主張した自治の固有
権論の痕跡は州憲法上のインぺリオ型ホーム・ルール制
度にその痕跡を見出すことが可能であるとされる 85）。
したがって、次の課題は、ディロン・ルールを前提とし
ながら、各州がホーム・ルール制度によってどのように
自治を保障しているかを検討することである。

3．ホーム・ルール制度導入初期における各州の選択
ホーム・ルール制度を最初に導入したミズーリ州

（1875 年）と 2 番目に導入したカリフォルニア州（1879
年）の州憲法は、当初レジスレイティブ型ホーム・ルー
ル制度を有していた 86）。しかし、この型では地方自治
法人の改廃権限までも有する州から、地方自治法人の自
治を守るというホーム・ルール制度の趣旨を十分達成で
きないため、インペリオ型への転換が模索された。ミ
ズーリ州では最高裁判所が「純粋に地方的な事項

（purely local matter）」について地方の法の優越的効力
を認める判例法を形成した 87）。カリフォルニア州では
州最高裁判所が地方的事務を認めることはなく、その承
認には憲法の修正が必要であると述べた 88）。そのため、
州の憲法制定会議が 1896 年に憲法を修正し、地方的事
務についての地方の法の一般法への優越を立法的に確認
した 89）。

一方、ホーム・ルール制度を 3 番目に導入したワシン
トン州憲法の起草者は、Cooley によって擁護された地
方の固有権を地方自治法人に備える規定を有するインペ
リオ型のホーム・ルール制度を意図していた一方で、

「州立法府の優越」を強調するディロン・ルールを尊重
する必要も認めていた 90）。ただ、結果的に憲法制定会
議が選択したのは、制定当時のカリフォルニア州憲法を
ほぼそのまま用いたレジスレイティブ型のホーム・ルー
ル制度であり、その後カリフォルニア州のようにインペ
リオ型に修正することもなかった。ワシントン州のよう
なレジスレイティブ型では地方政府が関わりうる全ての
領域に対して州の優越が認められるため、ホーム・ルー
ル制度の主要な目的とされる、地方の事務からの州の統
制の排除は達成されない。次章では、レジスレイティブ
型のホーム・ルール制度を堅持するワシントン州での
ホーム・ルール制度の運用を検討し、レジスレイティブ
型の下での地方自治法人の自治の保障の方法について明
らかにする。

注
1 ） local government は一般に「地方政府」と訳されるため、

本稿でもさしあたりこれに倣う。ただし、後に述べるよう
に、この概念には地方自治法人だけでなく、州の出先機関で
あるカウンティ、学校区などの特別地区も含まれており、日
本で一般にイメージされる「政府」とは異なる概念であるよ
うに思われる。「地方政府」という言葉について、藤田宙靖

『行政組織法』（有斐閣、2005 年）166167 頁を参照。また、
小滝敏之教授によれば、local government は「地方政府」や

「統治機関」という意味の他「地方統治」という「営為」そ
のものを意味するが、government の語源を辿ると「共同体
や国家の進むべき『方向を定める』」という意義を有する言
葉であるという。このことを踏まえると、local govern ment law
は「地方統治の法」あるいは「地方管理の法」などと訳すの
が適切かもしれない。小滝敏之『地方自治の歴史と概念』

（公人社、2005 年）146147、156 頁以下を参照。
2 ） municipality 及び municipal（local）corporation は、一般

に（地方）自治体、地方公共団体、地方法人、地方団体など
と訳される。ここでは、日本の地方公共団体との混同を防ぐ
こと、自治に関わる団体であることを重視する意図により

「地方自治法人」の語を用いる。
3 ） charter については、本稿Ⅰ．1．の記述を参照。
4 ） Imperio Home Rule と Legislative Home Rule という類型

は、アメリカではホーム・ルールの類型を示す言葉として一
般に用いられているが、各州のホーム・ルール制度を厳格に
二分するものではなく、傾向を表す概念である。本稿ではさ
しあたりこのような語を用いるが、インペリオ型ホーム・
ルールについて、薄井一成教授はこの考え方を取り入れた判
例の文言から「主権内主権（imperium in imperio）」モデル
と訳している。薄井一成『分権時代の地方自治』（有斐閣、
2006 年）135 頁以下。他方、レジスレイティブ型ホーム・
ルールという言葉は、National League Cities が 1950 年代に
提唱した、立法府がホーム・ルール権限の範囲を設定すると
したホーム・ルールを指す。McCarthy D. J. Jr. & Reynolds 
L, LOCAL GOVERNMENT LAW (5th ed.), 2003, at 2425. 本
稿が対象とする 19 世紀後半から 20 世紀初頭当時に実際にこ
の呼称が用いられて議論されたことは確認できなかったが、
分析の都合上この語を用いる。

5 ） 地方制度の整理について、例えば以下のようなものがあ
る。弓家七郎『アメリカの地方自治制度』（政治教育協會、
1948 年）、長濱政壽『地方自治』（岩波書店、1954 年）、金子
善次郎『米国連邦制度─州と地方団体』（良書普及会、1977
年）、大久保皓生「アメリカの地方自治制度」後藤一郎編『各
国の地方自治制度』（敬文堂、1977 年）。また、アメリカ各
地の地方制度の歴史と展開を網羅的に整理した研究として
は、小滝敏之教授の一連の業績がある。

6 ） 成田頼明「地方自治の保障」『地方自治の保障』（第一法
規、2013 年（初出 1964 年））、薄井・前掲注（4）は植民地
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時代から現代までの地方法人の歴史的な展開をドイツ・日本
との比較で論じたものである。また、村上義弘「アメリカの
条例」公法研究 35 巻（1973 年）は、シティのポリス・パ
ワーに基づく条例が州法と抵触する場合の問題について、
ディロン・ルールとホーム・ルールの関係に触れながら判例
を中心に論じている。南川諦弘「ホーム・ルール・シティに
おける自治立法権について」『「地方自治の本旨」と条例制定
権』（法律文化社、2012 年（初出 1993 年））では、主にイン
ペリオ型ホーム・ルールについて自治立法権を巡る問題の所
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7 ） 例えば、須貝脩一「憲法第 8 章」（法学論叢 88 巻 4・5・6
号、1971 年）。原田一明「日本国憲法が規定する『地方自治
の本旨』」兼子仁先生古稀記念論文集刊行会編『分権時代と
自治体法学』（勁草書房、2007 年）を参照。

8 ） 南川・前掲注（6）他、インペリオ型をとるカリフォルニ
ア州のホーム・ルール制度の運用を分析したものとして、塩
野宏「自主立法権の範囲─キャリフォーニアの場合─」『国
と地方公共団体』（有斐閣、1990 年（初出 1982 年））、金井
惠里可「『条例の先占』─カリフォルニア州におけるホーム・
ルールの制度と運用を参照して（一）、（二）」六甲大論集 40
巻 4 号（1994 年）、41 巻 1 号（1995 年）を挙げる。

9 ） 塩野・前掲注（8）。また、南川・前掲注（6）。
10） 薄井・前掲注（4）124 頁。
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12） 金井・前掲注（8）（1994 年）、168 頁。
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14） Sebree, M. M. K., One Century of Constitutional Home 

Rule: a Progress Report?, 64. WASH. L. REV. 155, 1989, at 
155.
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55） 以上は McCarthy & Reynolds, supra, note 4, at 5. また、
南川・前掲注（6）。

56） 連邦政府が関係してくるのは 1930 年代のニューディール
政策、また 1960 年代である。前者においては、連邦政府は
合衆国憲法の通商条項や支出権限を根拠として、州政府及び
地方政府に影響力を行使した。後者の時期において、連邦政
府は州政府を介さず地方政府に直接補助金を付与すること
で、地方政府を誘導する動きを見せた。従って、1930 年代
以降のアメリカ地方自治制度を検討する際には、連邦  州 
地方の政府間の関係を対象とすることになる。柴田、前掲注

（24）110 頁。柴田教授の論稿では、以上を指摘した上で、
1995 年の連邦未措置マンデイト法の意義に関わって三者の
関係から地方自治法人の法的地位が検討されている。

57） 有賀貞・大下尚一他編『世界歴史大系アメリカ史 1 ─ 17
世紀～1877 年─』（山川出版社、1994 年）384385 頁。ネバ
ダ（1864 年）、コロラド（1876 年）、サウス・ダコタ、ノー
ス・ダコタ、モンタナ、ワシントン（1889 年）、アイダホ、
ワイオミング（1890 年）、ユタ（1896 年）。有賀貞・大下尚
一他編『世界歴史大系アメリカ史 2 ─ 1877 年～1992 年─』

（山川出版社、1993 年）、69 頁を参照。また、共和党政府は
農民の西部移住を促進するために 1962 年にはホーム・ステッ
ド法を制定した。

58） Boorstin, D, THE AMERICANS: THE DEMOCRATIC 
EXPERIENCE, 1964, at 120121. アメリカ全土の総マイル数
は 199,876 マイルに達したという。

59） 有賀他編、前掲書、3839 頁。また、長濱政壽『地方自治』
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（岩波書店、1954 年）62 頁を参照。
60） 1820 年代から 1830 年代の土地ブームによる投機熱が破た

んし、地価が急落した 1837 年の財政危機の影響による。こ
の時、4 億ドルの鉄道債券が未払いのまま残された。Sebree, 
supra, note 14, at 156. マリオン・クラウソン（小沢健二訳）

『アメリカの土地制度』（大明堂、1981 年）61 頁も参照。
61） Id. at 156.
62） Id. at 156157.
63） Williams, J. C, The Constitutional Vulnerability of 

American Local Government: The Politics of City Status in 
American Law, WIS. L. REV. 83, 1986, at 93.

64） 小滝・前掲注（17）27 頁。
65） 州立法府は、大資本と結びついて利権を得る都市のマシー

ン政治に対して、特別法を多数制定することで対処した。そ
のため市政から利権を得ようとした者だけでなく地方自治法
人の中で市政改革を志した共和党改革派も州立法府に頼らざ
るを得ず、結果的に州立法府の介入は強まった。長濱、前掲
書、6264 頁。

66） 柴田・前掲注（24）116 頁。例えば、オハイオ州立法府
は、1852 年には一都市一等級主義（1 つの等級に 1 つの都市
のみが当てはまるような等級分けを行う）を取り、ほとんど
全ての都市に対して、選挙で選ぶべき職員とその給与の規
定、シティが建設すべき公園、病院、道路等の公共施設の指
定、課税率及び記載額の制限、シティ政府の各局・各課の権
限を等級ごと、すなわちシティごとに規定した。なおこの規
定は、1902 年のオハイオ州最高裁判所で違憲判決を受けた。
弓家・前掲注（5）60、126 頁を参照。

67） 南川・前掲注（3）28 頁、及び弓家・前掲注（5）61 頁を
参照。

68） The City of Clinton v. The Cedar Rapids and Missouri 
River Railroad Co., 24 Iowa 455, Iowa Sup. (1868)　なお、こ
の事件に先立ち、地方政府は「州の創造物」であるとした判
例にマサチューセッツ州の Nathaniel Stetson v. William 
Kempton, 13 Mass. 272 (1816) がある。

69） Dillon は、27 歳の時に地方裁判官に選出され、まもなくア
イオワ州最高裁判所に入り、1869 年にグラント大統領によ
り第 8 裁判所に任命された。1879 年にはコロンビア大学ロー
スクールに移るが、アイオワを去る前に、19 世紀当時最も
大きな鉄道会社であった Union Central Railroad Company
の General Solicitor となっていた。Williams, supra note 63, 
at 9192, 139.

70） 24 Iowa 455, at 475 (1868)
71） 以上、24 Iowa 455, at 475477 (1868)
72） 民主党急進派の家族に生まれた Cooley は、ミシガン州に

いた最初の 10 年において法律的キャリアよりも文学的、政
治的関心を強くした。急進的な民主的新聞の編集者としての
地位とその他の政治的活動が彼の法律家としての成功を妨げ
たとされる。彼は州際通商委員会の最初の委員長として、鉄

道ビジネスを規制する側に立った。Williams, supra, note 63, 
at 140141 .

73） Sebree, supra, note 14, at 157. また、柴田・前掲注（24）
118 頁を参照。

74） The People on the relation of Henry H. Le Roy v. 
Chauncey S. Hurlbut: Same v. William Barclay: Same v. 
John Owen, 24 Mich. 44 (1871) における同意意見を参照。 

75） インディアナ、ケンタッキー、ネブラスカ、テキサス、ア
イオワの 5 州。

76） この見方は、Williams, supra note 63, at 9899. 柴田・前掲
注（24）、117118 頁を参照。

77） 19 世紀当時の公私区分法理について、ホーウィッツ・モー
トン『現代アメリカ法の歴史』（弘文堂、1996 年）第 1 章参
照。地方自治法人における「公」と「私」の二元論をめぐる
議論の展開について、寺尾美子「地方自治体の『公』『私』
二重の性格の法理─一九世紀アメリカにおける地方自治法生
成の一側面」石井紫郎・樋口範雄編『外から見た日本法』

（東京大学出版会、1995 年）
78） Williams, supra note 63, at. 142.  Sebree, supra note 14, at 

157.
79） 柴田教授は、特に鉄道建設に注目した場合の彼らの主張の

相違は、それを公共善の達成のための統治（government）
の活動とみるか、地域の財産の管理事業（proprietary）の活
動として捉えるかの違いであったと指摘する。柴田・前掲注

（24）118 頁を参照。
80） こうした運動は都市部で中心的に発生したが、民族、社

会、経済、倫理において同質なものの集まる近隣社会ごと
に、理想とする地域の秩序を形成することを指向した人々の
存在と行動の影響もあった。薄井・前掲注（4）121 頁以下
を参照。

81） Mcbain, H. L, THE LAW AND THE PRACTICE OF 
MUNICIPAL HOME RULE, 1916, at 113117.

82） Hunter v. City of Pittsburgh, 207 U.S. 161; 28 S. Ct. 40; 52 
L. Ed. 151 (1907)

83） City of Trenton v. State of New Jersey, 262 U.S. 182; 43 S. 
Ct. 534; 67 L. Ed. 937 (1923)

84） 262 U.S. 182, 187; 43 S. Ct. 534, 537; 67 L. Ed. 937, 941 (1923)
85） ディロン・ルールとホーム・ルールの関係について、金井

教授は「ホーム・ルール制度は、ディロンズ・ルールに対す
る例外である」と述べている。金井・前掲注（8）、175 頁、
注 21 を参照。

86） 例えば、1875 年に制定されたミズーリ州憲法では、人口
100,000 人以上のシティ（当時はセント・ルイス・シティの
みであった）に「州憲法及び州法に調和し、また従ってシ
ティ自身の政府のために憲章を起草し採択する」権限を授権
していた。また、カリフォルニア州も同様の規定を置いてい
た。Vanladingham, supra note 46, at 284285.

87） このようなミズーリ州最高裁判所の判例として、Kansas 
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City v. Marsh Oil Co., 140 Mo. 458; 41 S.W. 943（1897）、
The State ex rel. Kansas City v. Field, Judge. 99 Mo. 352; 12 
S.W. 802 (1889) が あ る。Vanladingham, supra note 46, at 
285.

88） Id. 薄井・前掲注（4）135 頁。
89） 同上。
90） Sebree, supra note 14 at 160161.
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